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10 2022（令和4年）

国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月11日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等） 10月31日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間

申告� （年3回の場合） 10月31日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）�10月31日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ） 10月31日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　自治体が条例を制定して総務大臣から同意
を得ることで新設できる税。税収の使途を限
定しない「法定外普通税」と使途限定の「法定
外目的税」があり、宿泊税や産業廃棄物税は
多くの自治体が導入しています。最近では、
交通税や太陽光パネル税などの“一風変わった”
新税の導入の動きも出ています。

ワンポイント 法定外税

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

10日・スポーツの日
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10 月号─2

　

今
年
も
10
月
に
入
り
、
い
よ
い
よ

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式
）
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
あ

と
1
年
と
な
り
ま
し
た
。
制
度
導
入

に
よ
り
、
取
引
の
際
に
売
り
手
で
あ

る
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
は
、
買

い
手
で
あ
る
取
引
相
手
（
課
税
事
業

者
）
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
イ
ン

ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
交

付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
を
保
存

す
る
こ
と
が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
開

始
ま
で
の
準
備
や
イ
ン
ボ
イ
ス
の
作

成
に
当
た
っ
て
の
確
認
を
売
り
手
側

メ
イ
ン
に
見
て
い
き
ま
す
。

一
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
ま
で

の
準
備

　

主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項

（
イ
メ
ー
ジ
）は
下
図
の
と
お
り
で
す
。

⑴　

売
り
手
側
︙
自
社
発
行
の
請
求

書
等
を
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
に

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録

と
合
わ
せ
て
の
準
備
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①　

取
引
先
に
発
行
し
て
い
る
書
類

の
収
集
と
分
析

②　

イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
の
確

定
③　

イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
に
必

要
な
項
目
を
追
加

④　

取
引
先
に
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る

書
類
の
様
式
を
通
知
し
、
了
解
を

得
る

⑤　

発
行
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し

の
保
存
方
法
を
確
定

⑵　

買
い
手
側

①　

取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
か
ど
う
か
の
確
認

②　

取
引
先
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の

受
け
取
り
方
法
の
確
認

③　

受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
様

式
確
認
（
不
備
が
あ
る
場
合
は
是

正
を
依
頼
）

④　

受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら

ど
の
よ
う
に
仕
訳
を
計
上
す
る
か

を
決
定

⑤　

受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保

存
・
管
理
方
法
を
確
定

　

簡
単
に
挙
げ
て
み
て
も
、
こ
れ
だ

け
の
準
備
を
令
和
5
年
9
月
末
ま
で

に
完
了
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶　

そ
の
他

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
応
で
き
る

よ
う
レ
ジ
や
経
理
・
受
注
シ
ス
テ
ム

な
ど
の
シ
ス
テ
ム
改
修
、
継
続
的
な

取
引
相
手
に
対
す
る
登
録
番
号
伝
達

方
法
の
検
討
や
、
イ
ン
ボ
イ
ス
交
付

（
受
領
）
方
法
に
つ
い
て
の
認
識
共

有
、
社
員
（
従
業
員
）
へ
の
研
修
の

実
施
と
い
っ
た
も
の
な
ど
も
頭
に
入

れ
て
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

二
　
売
手
側
の
具
体
的
対
応

⑴　

イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
の
確

定

　

ま
ず
、
取
引
先
と
の
間
で
ど
の
よ

う
な
書
類
を
発
行
し
て
い
る
か
を
整

理
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
見
積
書
、
注
文
書
、

納
品
書
、
請
求
書
、
領
収
書
等
が
あ

り
ま
す
が
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、

書
類
の
名
称
に
関
係
な
く
、
イ
ン
ボ

イ
ス
の
記
載
要
件
を
満
た
し
た
も
の

を
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
一
つ
の

書
類
の
み
で
記
載
事
項
の
全
て
を
満

た
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

①　インボイス発行事業者
の氏名または名称及び登
録番号

②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の
対象品目である旨）

④　税率ごとに区分して合
計した対価の額（税抜き
または税込み）及び適用
税率

⑤　税率ごとに区分した消
費税額等

⑥　書類の交付を受ける事
業者の氏名または名称

請求書

㈱◯◯御中 △△商事㈱
登録番号　T012345…

11月分　131,200 円	 ××年 11月 30日

※軽減税率対象　

日付 品名 金額
11/1 　魚　　※ 5,000 円
11/1 　豚肉　※ 10,000 円
11/2 　タオルセット 2,000 円

…
合計	 120,000 円	 消費税	 11,200 円
8％対象	 40,000 円	 消費税	 3,200 円
10％対象	 80,000 円	 消費税	 8,000 円

インボイス制度
対応に向けた準備
インボイスの作成に

当たってのポイント確認

①

②

④ ③

③

⑤

⑥ ⬅

⬅

⬅



3─10月号

日
々
の
取
引
に
関
し
て
は
納
品
書
で

取
引
内
容
を
表
示
し
、
月
末
に
一
月

分
の
取
引
を
ま
と
め
た
請
求
書
を
発

行
す
る
場
合
、
納
品
書
と
請
求
書
を

合
わ
せ
た
複
数
の
書
類
で
イ
ン
ボ
イ

ス
の
記
載
事
項
を
満
た
す
こ
と
も
可

能
で
す
。
こ
の
場
合
、
請
求
書
に
納

品
書
番
号
を
記
載
す
る
な
ど
、「
関

連
付
け
」
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す（
上
図
参
照
）。

　

ま
た
、
請
求
書
と
納
品
書
が
と
も

に
書
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
書
面
と
電
子
デ
ー

タ
を
合
わ
せ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載

事
項
を
満
た
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

⑵　

端
数
処
理
の
ル
ー
ル

　

消
費
税
の
１
円
未
満
の
端
数
処
理

に
つ
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
、
一
つ

の
イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
き
、
税
率
ご
と

に
１
回
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
実
務
的
に
は
、「
切
捨
て
」

が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
切
上

げ
」や「
四
捨
五
入
」で
も
問
題
あ
り

ま
せ
ん
。

⑶　

手
書
き
の
請
求
書

　

イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
従
来
か
ら
買
い

手
に
交
付
し
て
い
た
請
求
書
に
「
登

録
番
号
」、「
適
用
税
率
」、「
税
率
ご

と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等
」
の
記

載
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

書
と
そ
の
契
約
書
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の

記
載
事
項
と
し
て
不
足
し
て
い
る
事

項
（
登
録
番
号
等
）
を
通
知
し
て
も

ら
う
と
と
も
に
、
銀
行
が
発
行
し
た

振
込
金
受
取
書
を
保
存
す
る
こ
と

で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
可
能
で
す
。

⑺　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
免
除
さ

れ
る
取
引

　

事
業
の
性
質
上
、
交
付
が
困
難
と

さ
れ
る
次
の
も
の
は
、
交
付
免
除
と

な
り
ま
す
。

①　

3
万
円
未
満
の
公
共
交
通
機
関

に
よ
る
旅
客
の
運
送

②　

卸
売
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る

生
鮮
食
料
品
等
の
販
売

③　

農
協
や
漁
協
等
に
委
託
し
て
行

わ
れ
る
農
林
水
産
物
の
販
売

④　

3
万
円
未
満
の
自
動
販
売
機
な

ど
で
の
販
売

⑤　

郵
便
切
手
に
よ
る
郵
便
サ
ー
ビ

ス
三
　
買
い
手
側
の
具
体
的
対
応

　

他
社
か
ら
交
付
さ
れ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
の
様
式
は
、
お
そ
ら
く
来
年
に
な

る
ま
で
判
明
し
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

ず
は
、
取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
の
登

録
事
業
者
に
な
る
か
ど
う
か
の
情
報

を
し
っ
か
り
入
手
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ら
の
記
載
事
項
を
満
た
し
て
い
れ
ば

手
書
き
で
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
登
録
番
号
を
ス
タ
ン
プ
で
押
す

こ
と
も
可
能
で
す
の
で
、
慌
て
て
専

用
の
請
求
書
を
用
意
し
な
い
と
い
け

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑷　

電
子
イ
ン
ボ
イ
ス

　

イ
ン
ボ
イ
ス
は
電
子
デ
ー
タ
で
提

供
す
る
こ
と
も
可
能
で
、こ
れ
を「
電

子
イ
ン
ボ
イ
ス
」と
い
い
ま
す
。

　

電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
を
提
供
す
る
場

合
、
売
り
手
・
買
い
手
と
も
に
「
電

子
帳
簿
保
存
法
」
に
準
じ
た
方
法
に

よ
り
そ
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

⑸　

簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
が
不
特

定
多
数
の
人
に
対
し
て
一
定
の
事
業

に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
は
、「
簡

易
イ
ン
ボ
イ
ス
」
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
一
定
の
事
業
」と
は
、

小
売
業
、
飲
食
店
業
、
写
真
業
、
旅

行
業
、
タ
ク
シ
ー
業
、
駐
車
場
業（
不

特
定
か
つ
多
数
に
対
す
る
も
の
）、

そ
の
他
こ
れ
ら
の
事
業
に
準
ず
る
事

業
で
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
資
産

の
譲
渡
等
を
行
う
事
業
を
い
い
ま
す
。

⑹　

家
賃
の
口
座
振
替
な
ど

　

契
約
書
に
基
づ
い
て
口
座
振
替
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
既
存
契
約

記�

載
事
項
（
①
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
登
録
番
号
、

②
取
引
年
月
日
、
③
取
引
内
容
（
軽

減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）、

④
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た

対
価
の
額
（
税
抜
き
又
は
税
込
み
）

及
び
適
用
税
率
、
⑤
税
率
ご
と
の
消

費
税
額
等
、
⑥
書
類
の
交
付
を
受
け

る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
）
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　入会金や会費という名称であっても、そ
の内容は様々です。消費税法上、それらが
課税仕入に該当するかどうかは、支払う先
から受ける役務の提供とその入会金や会費
などとの間に明らかな対価関係があるかど
うかによって判定します。
１　対価関係がない場合
　町内会費などその団体等の業務運営に必
要な通常会費については、一般的には対価
性がありませんので課税仕入となりません。
２　対価関係がある場合
　セミナーなどの会費、宿泊施設などを利
用するための会員となる入会金（返還不要
なもの）は、役務の提供などの対価となり、
課税仕入に該当します。
３　対価性があるかの判定が困難な場合
　事業者とその団体等の双方がその会費な
どを役務の提供などの対価に当たらないも
のとして継続して処理している場合はその
処理が認められます。この場合、その団体
等は、その旨をその構成員に通知します。

入会金・会費の取扱い〔消費税〕

　
退
職
金
共
済
制
度
に
お
け

る
使
用
人
兼
務
役
員
の
取
扱

い
を
教
え
て
下
さ
い
。

　
退
職
金
共
済
制
度
は
、
原

則
と
し
て
、
全
従
業
員
を
加

入
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
掛
金
は
損
金
算
入
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
共
済

者
に
は
、
そ
の
法
人
の
役
員
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
が
、
使
用
人
兼
務
役
員
は

含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
法
人
税
法
上
は
、
同
族
会
社
の
判

定
株
主
等
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す

も
の
は
使
用
人
兼
務
役
員
と
し
て
認

め
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
退
職
金
共
済
制
度
の
被
共
済

者
に
は
、
税
法
上
、
使
用
人
兼
務
役

員
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
役
員
で

あ
っ
て
も
、
事
実
上
使
用
人
と
し
て

の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
を
含

む
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
掛
金

は
損
金
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

QA 退
職
金
共
済
制
度
の
使
用
人
兼
務
役
員
の
取
扱
い

　所得税法においては、従業員に金銭を貸
し付けた場合の利息は次によるものとされ
ています。
⑴　会社が他から借り入れて貸し付けた場
合……その借入金の利率

⑵　その他の場合……所得税法が定める貸
付を行った日の属する年に応じた利率
（令和3年中に貸し付けを行ったものは
1.0％）

　では、無利息または低利息で貸し付けた
場合はどのように取り扱われるのでしょう
か。
１　原則は給与課税
　従業員に無利息または低金利で金銭を貸
し付けた場合は、その従業員は通常の利率
で計算した利息の額との差額について、会
社から経済的利益を受けたものとして、給
与課税されます。そして、この経済的利益

についても源泉所得税を徴収しなければな
りません。なお、課税時期は各月ごとにそ
の月の末日又は1年を超えない一定期間ご
とにその期間の末日となります。
２　給与課税されない場合
　次のいずれかに該当する場合には、原則
にかかわらず、給与として課税しなくても
よいことになっています。
①　災害や病気などで臨時に多額の生活資
金が必要となった役員または使用人に、
その資金に充てるため、合理的と認めら
れる金額や返済期間で金銭を貸し付ける
場合
②　会社における借入金の平均調達金利な
ど合理的と認められる貸付利率を定め、
この利率によって役員または使用人に対
して金銭を貸し付ける場合
③　①及び②以外の貸付金の場合で、前記
⑴又は⑵の利率により計算した利息の額
と実際に支払う利息の額との差額が1年
間で5,000円以下である場合

従業員に金銭を低金利で 
貸し付けた場合


